第１号様式
年　　月　　日

習志野市消防長　宛
住　　　所
申込者　　事業所名
（借受者）　氏　　　名
電　　　話
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物品貸付申込書
　下記のとおり訓練用物品等の貸付けを申し込みいたします。

記

１　貸付期間：　　　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　　　年　　　月　　　日
２　使用日等：　　　　　　　年　　　月　　　日（返却日：　　　　　　　年　　　月　　　日）
３　使用目的：

４　貸付けを希望する訓練用物品等
	品名
	数量
	備考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



□　「習志野市消防本部訓練用物品等貸付けに関する要領（裏面記載）」に同意のうえ申込いたします。
※　同意のうえチェックをお願いします。

受付職員氏名：
貸付の可否：　　可　・　否
（否の場合理由)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
物品貸付簿へ記入済み　□


（裏面）
習志野市消防本部訓練用物品等の貸付けに関する要領（抜粋）
（借受者の責務）
第９条　訓練用物品等の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）は、訓練用物品等を常に良好な状態で保管し、使用しなければならない。
２　借受者は、訓練用物品等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
３　借受者は、訓練用物品等を物品貸付申込書に記載されている以外の目的に使用してはならない。
（承認の取消し）
第１０条　消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練用物品等の貸付期間中であっても第４条の承認を取り消し、返却を求めることができる。
(１)　前条各項の規定に違反したとき。
(２)　その他消防長が必要と認めるとき。
（損傷、汚損又は亡失の報告）
第１１条　借受者は、訓練用物品等を損傷し、汚損し、又は亡失させたときは、速やかに損傷・汚損・亡失報告書（第４号様式）により、消防長に報告しなければならない。
（費用の負担）
第１２条　貸付期間中における訓練用物品等の運搬及び維持管理に要する費用は、借受者の負担とする。
（原状の回復）
第１３条　借受者は、貸付期間中に訓練用物品等を損傷し、汚損し、又は亡失した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
（訓練用物品等の返却）
第１４条　借受者は、貸付期間満了の日までに、指定された場所に訓練用物品等を返却しなければならない。
２　前項の規定による返却にあたっては、当該訓練用物品等の破損、汚損及び亡失の有無について担当者の確認を受けなければならない。
（責任の制限）
第１５条　借受者は、貸付期間中に訓練用物品等の使用により事故等を発生させた場合は、速やかに対処する責任を負い、消防本部は一切の責任を負わないものとする。

【返却確認欄】※職員が記入します。
返却日：　　　　年　　月　　日
確認者名：
	状態確認（該当箇所に○）
	備考

	破損
	有　・　無
	

	汚損
	有　・　無
	

	亡失
	有　・　無
	



